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「恵」問題で愛知障害フォーラムが愛知県に要望書提出 
１２月６日（火）、愛知障害フォーラム（ＡＤＦ）の柳原事務局次長と大野で、愛知県障害福祉課

に添付の要望書と参考資料として２０２１年の声明文を提出しました。 

愛知県からは要望の内容について文章回答、懇談の場を持つことを前向きに検討していく

との返答がありました。 

重度優先・利益優先の経営実態 

元職員の証言 満床、稼働率１００％に拘ってください‼そのために

は営業しかありません‼…今年４月、「福祉事業会社「恵」が、東京港

区で開いた社員研修会。営業とは障害者施設や精神科病院を回り入

居希望者を勧誘する事だった。グループホームを「店舗」と呼び、自閉症で強い行動障害のあ

る人、重い身体障害のある人など入居者の大半は入浴などの介助が必要な重度障害者だっ

た。国や自治体から事業者に支給される福祉サービスの報酬は障害の程度が重いほど増える

仕組みになっている。最重度６～１までの区分があり、「平均４．７が絶対防衛ライン」と伝えら

れた。多くの報酬を得るために、重度障害者の受け入れを優先させる方針だったという。 

次々と虐待・不正が発覚‼ 国も自治体も実態調査に乗り出す 

既に、入居者に対する虐待、食材費の過大徴収や障害福祉サービスの報酬を不正請求した

疑いなどが明らかになっています。事の重大性から厚生労働大臣も関係自治体に実態調査と

事実確認の指示を出しています。愛知県豊田市のグループホーム「ふわすわ浄水」は、１２月末

で運営を休止する。豊田市によると入居者全員の転居先は確保されているという。 

愛知県は１１月２２日、一連の不適切事案に対応するため、「県と名古屋市などの障害福祉

担当課長と障害福祉サービス事業関係者が参加する連絡協議会を設置する」と発表。来年１

月ごろまでに事実確認を行い、行政処分の内容を２月ごろまでに決めるとしています。 

こうした事態を受けて愛知障害フォーラム（略称/ADF 県下２９団体が加盟）が１２月６日、愛

知県大村知事宛に要望書を提出し、その後、記者会見を行った。（TV・新聞等で報道された） 

連絡協議会に当事者参加を要請 

要望書では、不適切事案の対応策の検討や利用者への支援などを行うため、県や名古屋市

などが１２月に設置する協議会に障害がある人が参加することや利用者の要望をくみ取った

上で支援にあたることなどを求めています。 

記者会見でＡＤＦ事務局次長の柳原康来さん（脳性麻痺による障害がある）は、障害者権利

条約の「私たちのことを私たち抜きに決めないで」の尊重と「当事者でないとわからないこと
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がある」と協議会へのＡＤＦ参加を強く求めました。上田幹事会副議長も「グループホームは利

用者にとっては自宅であり、施設の休止はあってはならない、障害のある人の暮らしの場の

確保」を提言したいと話しました。詳しくは下記URLでＮＨＫニュースを参照してください。 

https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20231206/3000033149.html 

2023年 12月６日 

愛知県知事 大村秀章 様 

愛知障害フォーラム(ADF) 代表 加賀時男 

株式会社恵・グループホームふわふわ等の問題に関する要望 

愛知障害フォーラム（以下、ＡＤＦ）は、県下２９団体が、障害者権利条約のある時代において、

父権主義（パターナリズム）ではなく障害のある人が、どんな時も地域の中で人としての尊厳

が守られ、障害の無い人と共に生きていく、インクルーシブでアクセシブルな多様性のある社

会をつくるために、「わたしたち抜きに、わたしたちのことを決めないで」があたりまえの愛知

県であることをめざしてとりくんでいる団体です。  

株式会社恵の運営するグループホームふわふわ等において、障害のある人の人権を侵害す

る虐待や、さまざまな不正行為が行なわれ、厚生労働省が特別監査を行なっているとの報道

がされ、利用している障害のある人とその家族、支援者に不安と株式会社恵に対する不信が

生まれています。 

愛知県においては、１１月２２日の大村県知事の記者会見において「愛知県障害者グループ

ホーム問題連絡協議会」を設置し、１２月に最初の協議会を開催することを発表しました。また、

２０２４年１月ごろまでに事実確認を行ない、行政処分を行なうかどうか２月ごろまでに方針

を決めるとしています。 

以下、要望します。文書での回答および懇談の場の設定を、第１回「愛知県障害者グループ

ホーム問題連絡協議会」が開催される前までにお願いします。 

１、障害のある人が望む暮らしの場が、なくならないようにしてください。 

  すでに、豊田市の株式会社恵・グループホームふわふわの閉鎖が１１月３０日付けで行なわ

れたと聞いています。愛知県として、どのような対応を行っているか、検討しているか教え

てください。 

２、「愛知県障害者グループホーム問題連絡協議会」に、愛知障害フォーラムを加えてください。  

構成メンバーに障害当事者が含まれていません。また「連絡協議会」「議事録」を公開として

ください。 

３、障害福祉を、お金もうけにしないでください。 

２０１７年の障害者就労継続支援Ａ型大量解雇問題も、お金もうけが大きな原因でした。 

お金もうけを目的とする障害福祉ビジネスを、どのように考えているか教えてください。 
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